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改
正
高
齢
法
に
基
づ
く
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
に
関
す
る
質
問
主
意
書

四
月
一
日
よ
り
改
正
高
齢
法
に
基
づ
く
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
の
導
入
が
、
す
べ
て
の
事
業
者
に
義
務
付
け
ら
れ
た
。
厚

生
労
働
省
へ
の
「
六
月
一
日
報
告
」
に
よ
れ
ば
、
中
小
企
業
で
八
二
％
、
大
企
業
で
九
四
％
が
実
施
し
て
お
り
、
さ
ら
に
普
及

し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
法
改
正
の
趣
旨
に
則
り
「
希
望
者
全
員
の
雇
用
」
を
採
用
し
た
の
は
四
八
％
で
、
過
半
数
の
企
業
が

選
定
基
準
を
設
け
て
再
雇
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
部
に
は
選
定
基
準
の
導
入
を
め
ぐ
り
、
労
使
の
意
見
対
立
が
つ
づ
き
、
紛

争
状
態
に
な
っ
て
い
る
企
業
も
あ
る
。
今
後
の
制
度
の
円
滑
な
普
及
と
運
営
の
た
め
、
以
下
質
問
す
る
。

一

高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
の
導
入
を
め
ぐ
っ
て
、
労
使
の
話
し
合
い
が
不
十
分
、
又
は
困
難
な
事
例
が
見
ら
れ
る
。
つ
ぎ

の
よ
う
な
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
る
の
か
、
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

�

「
所
属
す
る
工
場
又
は
部
局
に
業
務
が
あ
る
場
合
」
と
す
る
マ
ッ
チ
ン
グ
条
項
に
つ
い
て
、
仮
に
業
務
が
な
い
場
合
に

は
誰
一
人
と
し
て
再
雇
用
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
、
こ
う
し
た
基
準
も
許
さ
れ
る
の
か
。

�

「
勤
務
態
度
」
「
健
康
」
「
能
力
・
経
験
」
に
関
す
る
基
準
を
多
数
設
け
、
「
す
べ
て
を
満
た
す
こ
と
」
を
再
雇
用
の

条
件
と
し
た
た
め
に
、
誰
一
人
と
し
て
対
象
者
が
い
な
い
場
合
は
い
か
が
か
。

�

同
様
に
、
六
十
歳
時
（
又
は
五
十
五
歳
時
）
の
賃
金
水
準
に
比
較
し
て
、
大
幅
な
賃
金
減
額
や
生
活
不
能
な
最
低
賃
金

一



ぎ
り
ぎ
り
の
時
間
給
と
し
た
り
、
退
職
金
を
大
幅
に
減
額
す
る
な
ど
し
て
、
再
雇
用
の
賃
金
原
資
に
充
て
る
よ
う
な
労
働

条
件
の
た
め
に
、
誰
一
人
と
し
て
対
象
者
が
い
な
い
場
合
は
い
か
が
か
。

�

対
象
者
に
係
る
基
準
に
つ
い
て
、
意
欲
・
能
力
等
の
具
体
性
、
過
去
に
遡
る
査
定
基
準
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
予
見
可
能

と
客
観
性
に
不
備
が
あ
り
、
「
望
ま
し
い
基
準
」
に
抵
触
す
る
場
合
、
改
善
指
導
の
対
象
に
な
る
の
か
否
か
。

�

子
会
社
に
再
雇
用
さ
せ
る
場
合
、
本
社
内
に
雇
用
確
保
措
置
を
設
け
ず
、
一
〇
〇
％
丸
投
げ
方
式
で
も
よ
い
の
か
。
ま

た
、
日
常
的
に
資
本
関
係
が
希
薄
な
関
連
会
社
や
無
関
係
な
一
般
会
社
で
も
よ
い
も
の
か
。

二

労
使
合
意
が
成
立
し
な
か
っ
た
場
合
の
就
業
規
則
の
届
出
に
当
た
り
、
添
付
す
る
「
労
働
組
合
又
は
労
働
者
代
表
の
意
見

書
」
を
含
め
不
備
が
あ
る
場
合
、
労
働
基
準
監
督
署
の
窓
口
で
の
チ
ェ
ッ
ク
体
制
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
の
相
互
通
報
制
は
ど

の
よ
う
な
形
で
行
わ
れ
て
い
る
の
か
、
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

三

違
法
ま
た
は
脱
法
的
な
個
別
案
件
に
係
る
行
政
指
導
、
勧
告
な
ど
の
情
報
公
開
に
つ
い
て
は
、
「
公
表
の
規
定
が
な
い
」

こ
と
を
理
由
に
公
表
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
直
接
の
利
害
関
係
に
あ
る
当
該
労
働
組
合
か
ら
の
要
望
が
あ

れ
ば
、
公
表
す
べ
き
と
思
う
が
、
い
か
が
か
。

四

高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
の
導
入
状
況
を
踏
ま
え
、
今
後
の
行
政
目
標
と
し
て
、
厚
生
労
働
省
で
は
「
導
入
し
た
と
こ
ろ

二



に
つ
い
て
は
、
よ
り
良
い
制
度
づ
く
り
、
制
度
の
充
実
に
努
め
て
い
き
た
い
」
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
「
よ
り
良
い
制
度

づ
く
り
」
「
制
度
の
充
実
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
内
容
を
想
定
し
て
い
る
の
か
、
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


